
 岩手県警察組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和元年11月29日 

岩手県公安委員会 

委員長 小 野 公 代  

岩手県公安委員会規則第９号 

   岩手県警察組織規則の一部を改正する規則 

 岩手県警察組織規則（昭和49年岩手県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （課の内部組織）  （課の内部組織） 

第31条 警察本部（以下「本部」という。）の課の内部組織と

して、次の表に掲げる組織を置く。 

第31条 警察本部（以下「本部」という。）の課の内部組織と

して、次の表に掲げる組織を置く。 

 課 内部組織   課 内部組織  

  ［略］     ［略］   

  警備課 災害対策室 ラグビーワールドカップ警備対

策室 

  警備課 災害対策室  

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和元年12月１日から施行する。 
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